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1 R4.6.3 R4.8.1

・東京都中学校英語スピーキングテスト（ESAT-J）結果の都立高校入学者選抜へ
の活用について①②
・東京都立高等学校入学者選抜における東京都中学校英語スピーキングテスト
（ESAT-J）結果の活用について
・4教学高第688号「東京都立高等学校入学者選抜における東京都中学校英語ス
ピーキングテスト（ESAT-J）結果の活用について

1 1
教育庁都立学
校教育部高等
学校教育課

2 R4.6.3 R4.8.1

令和４年度東京都教育委員会第８回定例会で報告された、東京都立高等学校入学
者選抜における東京都中学校英語スピーキングテスト（ESAT-J）結果の活用につ
いてに関して、不受験者の主な扱いに関して、専門家への意見聴取及び実施事業
者とのやり取りなどの文書や図面及び電磁的記録

1

令和４年度東京都教育委員会第８回定例会で報告した「東京都立高等
学校入学者選抜におおける東京都中学校英語スピーキングテスト
（ESAT-J）結果の活用について」を作成するに当たり、参考にした資
料はなく、専門家への意見聴取及び実施事業者とのやりとりを行って
おらず、文書を作成していないため

教育庁都立学
校教育部高等
学校教育課

3 R4.6.20 R4.8.2 損害賠償責任保険証券 2 1 1
業者の印影は、公にすることにより、犯罪の予防に支障を及ぼすおそ
れがあるため

教育庁指導部
管理課

4 R4.6.3 R4.8.2

・令和４年度中学校英語スピーキングテスト(ESAT-J) 説明会　次第、（２事業概
要）（３ESAT-Jの実施）（４結果の活用）（令和４年４月２８日実施）
・令和４年度中学校英語スピーキングテスト（ESAT-J）実施要項（案）
・令和４年度中学校英語スピーキングテスト(ESAT-J) 説明会　次第、（１東京都
教育委員会挨拶）（２事業概要）（３ESAT-Jの実施）（４確認事項）（５結果の
活用）（令和４年５月２０日、同月２４日及び同月２７日実施）
・令和４年度中学校英語スピーキングテスト（ＥＳＡＴ－Ｊ）説明会【中学校対
象】座席表（令和４年５月２０日実施）

1 1
教育庁指導部
管理課

5 R4.6.3 R4.8.2
・東京都中学校英語スピーキングテスト事業令和４年度中学校英語スピーキング
テスト（ESAT-J）の実施及び説明開の開催について（依頼）【各開催通知】

1 1 1
職員個人のアドレスは、公にすることにより業務に関係のないメール
が送信されるなど、事務事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあ
るため

教育庁指導部
管理課

6 R4.6.3 R4.8.2

・●●公開質問状への回答案
・回答様式（●●）①
・回答様式（●●）②
・回答様式（●●）③
・回答様式（●●）④

1 1
教育庁指導部
管理課

7 R4.6.3 R4.8.2
●●が、●月●日に英語スピーキングテストに関して公開質問を東京都教育庁に
提出し、●月●日に回答したことに関して、回答作成に当たり実施事業者とのや
り取りの一切の文書、図面及び電磁的記録

1
本件回答作成に関して、実施事業者とのやり取りは行っておらず、文
書を作成していないため

教育庁指導部
管理課

8 R4.6.3 R4.8.2

・3教指企第2061号「中学校英語スピーキングテスト（ESAT-J）生徒・保護者向け
資料の印刷」
・中学校英語スピーキングテスト（ESAT-J）生徒・保護者向け資料
・30教指企第1648号「東京都「中学校英語スピーキングテスト」におけるＡＩ
（人工知能）採点検証委託」
・2教指企第1765号「東京都中学校英語スピーキングテスト事業に係る名称変更及
び覚書の締結について」

1 1
教育庁指導部
管理課

9 R4.6.3 R4.8.2
・2018年度　 東京都　AI（人工知能）採点検証
・AI（人工知能）採点検証調査報告概要
・AI（人工知能）採点検証 調査報告書

1 1 1 1

・事業者の社員名は、特定の個人を識別することができるもの（他の
情報と照合することにより、特定の個人を識別することできることと
なるものを含む。）又は特定の個人を識別することはできないが、公
にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるものの
ため
・当該資料は、事業者の事業活動を行う上でのノウハウ及び内部管理
に関する情報であって、公にすることにより、当該法人の競争上又は
事業運営上の地位その他社会的な地位が損なわれると認められるため

教育庁指導部
管理課

10 R4.7.29 R4.8.3

令和4年3月24日付けの中学校等別評定割合（個表）－都内公立中学校第3学年及び
義務教育学校第9学年の令和3年12月31日現在の評定（調査書記載の評定）状況－
調査対象622校（中等教育学校、義務教育学校を含む。）のうち調査対象人員が40
人以下の学校等を除いた575校

1 1
教育庁都立学
校教育部高等
学校教育課

11 R4.6.20 R4.8.3 自動車保険契約申込書 10 1
教育庁大島出
張所

12 R4.6.20 R4.8.3 自動車保険証券 2 1 1
業者の印影は、公にすることにより、犯罪の予防に支障を及ぼすおそ
れがあるため（東京都情報公開条例第７条第４号）

都立新島高等
学校

決定区分 （根拠規定）条例７条
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13 R4.6.20 R4.8.3 自動車保険契約申込書 20 1
都立町田の丘
学園

14 R4.6.17 R4.8.4

・２４教人職第２１１６号○○教員に対する懲戒処分等について
・○○教職員による服務事故について
・○○教諭の服務事故に関する事情聴取書
・○○教諭の服務事故に対する監督責任に関する事情聴取書
・○○公立学校教員及び校長に関する処置について（内申）
・２４教人職第２１１７号○○校長に対する措置依頼及び○○副校長に対する〇
〇依頼について
・○○処分について

1 1 1 1

・当時者・関係者の所属名、氏名等、服務事故に係る詳細な状況、指
導状況等は、個人に関する情報であって、特定の個人を識別すること
ができるもの（他の情報と照合することにより、特定の個人を識別す
ることできることとなるものを含む。）又は特定の個人を識別するこ
とはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害する
おそれがあるもののため
・当時者、関係者等からの報告や事情聴取等の内容について、開示が
前提となると、今後、同種の事故が発生した場合に、当事者等からの
報告や事情聴取等による適切な情報取集が困難となるおそれがあり、
人事管理に係る事務の公正かつ円滑な遂行に支障を及ぼすおそれがあ
るため
・開示が前提となると、事故に関して、区市町村教育委員会が自らの
率直な意見を記入することができなくなるおそれがあり、人事管理に
係る事務の公正かつ円滑な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため

教育庁人事部
職員課

15 R4.6.17 R4.8.4

・教職員の服務事故について
・教職員等に対する懲戒処分等の審査について（諮問）
・教職員等に対する懲戒処分等の審査について（答申）
・教員に対する処分について（通知）

1 当該公文書は、保存期限が満了しており、存在しないため
教育庁人事部
職員課

16 R4.6.20 R4.8.9 傷害総合保険証券 2 1 1
業者の印影は、公にすることにより、犯罪の予防に支障を及ぼすおそ
れがあるため

都立大島海洋
国際高等学校

17 R4.8.2 R4.8.16
・民間資格・検定試験を活用した東京都中学校英語スピーキングテスト（仮称）
事業実施方針

9 1
教育庁指導部
管理課

18 R4.8.2 R4.8.16

・基本協定その１
・基本協定その２
・別紙　民間資格・検定試験を活用した東京都中学校英語スピーキングテスト
（仮称）事業　事業計画

34 1 1 1 1

・問題の作成過程に関する情報であって、公にすることにより、公
正・公平な試験の実施が困難となり、当該事業の適正な遂行に支障を
及ぼすおそれがあるため
・テスト問題の漏洩及び問題の流出の防止に関する情報であって、公
にすることにより、公正・公平な試験の実施が困難となり、当該事業
の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため
・試験の運営に係る情報であり、試験の制度設計に関する情報である
ため、公にすることにより、公正・公平な試験の実施が困難となり、
当該事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため
・事業者の社員名及び業務従事年数は、特定の個人を識別することが
できるもの（他の情報と照合することにより、特定の個人を識別する
ことできることとなるものを含む。）又は特定の個人を識別すること
はできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するお
それがあるもののため
・試験の採点に関する情報であるため、公にすることにより、公正・
公平な試験の実施が困難となり、当該事業の適正な遂行に支障を及ぼ
すおそれがあるため
・事業者の経理方針に関する情報であって、公にすることにより、当
該法人の競争上又は事業運営上の地位その他社会的な地位が損なわれ
ると認められるため
等

教育庁指導部
管理課

19 R4.8.8 R4.8.17

令和４年度東京都公立学校教員採用候補者選考（５年度採用）　第１次選考　問
題
●小学校全科　　　　●小学校（理科コース）　●小学校（英語コース）
●中・高共通　国語　●中・高共通　地理歴史　●中高共通　公民
●中・高共通　理科　●中・高共通　英語　　　●小・中共通　中・高共通　音
楽
●小・中共通　中・高共通　美術　●小・中・高共通　家庭　●高等学校　工業

416 1
教育庁人事部
試験課

20 R4.6.22 R4.8.19 再任用（教育職員）採用選考実施状況 1 1
教育庁人事部
選考課
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21 R4.6.22 R4.8.19 臨時的任用教員名簿登載選考実施状況（令和４年３月分） 1 1
教育庁人事部
職員課

22 R4.7.29 R4.8.19 都立高等学校（全日制）入学者内訳 1 1
教育庁都立学
校教育部高等
学校教育課

23 R4.7.29 R4.8.24
令和４年度東京都立高等学校入学者選抜に係る私立中学校等対象成績一覧調査委
員会設置要項の制定について

4 1
教育庁都立学
校教育部高等
学校教育課

24 R4.8.10 R4.8.24
・安倍晋三元総理の葬儀等における半旗の掲揚について（総務局）
・安倍晋三元総理の葬儀等における半旗の掲揚について（教育庁）
・FW：安倍晋三元総理の葬儀等における半旗の掲揚について

7 1 1
公にすることにより業務に関係のないメールの受信・着信が生じるな
ど、事務事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため

教育庁都立学
校教育部高等
学校教育課

25 R4.8.10 R4.8.24 決裁文書及び出勤簿 1 学校へのメール転送に関して決裁を行っていないため、存在しない。
教育庁都立学
校教育部高等
学校教育課

26 R4.6.28 R4.8.26 役職定年制度に関して国・都立学校長・区市町村に送付した資料 682 1
教育庁人事部
勤労課

27 R4.6.28 R4.8.26 役職定年制度に関して総務省からの依頼調査文書、定年引上げ意見聴取調査票 11 1 1
文部科学省及び職員個人のアドレスは、公にすることにより業務に関
係のないメールが送信されるなど、事務事業の適正な遂行に支障を及
ぼすおそれがあるため

教育庁人事部
勤労課

28 R4.6.28 R4.8.26 役職定年制度に関して校長会、●●組との間でやり取りした資料 1
本件について、団体とやり取りした記録はなく、該当する文書が存在
しないため

教育庁人事部
勤労課

29 R4.7.29 R4.8.30
・都教委公募１（進学指導重点校・進学指導特別推進校・進学指導推進校）応募
者及び配置状況３年分
・都教委公募２（中高一貫教育校）応募者及び配置状況３年分

1 1
教育庁人事部
職員課


